
様式第２１号（第３６条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指 令 資 源 第６１号

一般廃棄物収集運搬業許可証

業者コード：１１５

宇部市大字上宇部２８４２番地３０

株式会社アースクリエイティブ

代表取締役 栗原

　

和実

　

令和７年１１月１１日付けで申請のあった一般廃棄物収集運搬業については、 廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第７条第１項の規定により、 下記のとおり許可する。

令和７年１２月８日

山ロ市長 伊藤 棚コ夢憲三》に；コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

記

　　　　

ｔ謬 霊

取扱廃棄物の種類 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち動植物性残澄に限る

許可区域 山口市域内

事務所の所在地 宇部市大字上宇部２８４２番地３０

積替保管場所 なし

許可期間 令和７年１２月２７日

　　

～

　

令和９年１２月２６日

許可車両 別紙のとおり

許可条件

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則、山
口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、 同条例施行規則、 山口市一
般廃棄物処理業許可の手引及び市長の指示事項（別紙参照）を遵守す
ること。

備考


